
　

昨
今
、
教
員
の

長
時
間
労
働
の
問

題
が
広
く
知
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て

お
り
、
そ
の
実
態

は
し
ば
し
ば
「
定

額
働
か
せ
放
題
」

と
い
う
言
葉
で
揶

揄
（
や
ゆ
）
さ
れ

る
▼
教
員
に
は
、
公
立
の
義
務

教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の

給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

（
給
特
法
）
の
規
定
に
よ
り
、

賃
金
の
１
０
０
分
の
４
の
教
職

調
整
額
が
支
給
さ
れ
る
代
わ
り
、

超
過
勤
務
手
当
と
休
日
給
が
支

給
さ
れ
な
い
。
こ
の
た
め
、
教

員
は
時
間
外
勤
務
に
対
し
正
当

な
対
価
を
受
け
取
れ
な
い
う
え
、

健
康
を
害
す
る
長
時
間
労
働
に

歯
止
め
が
か
か
ら
な
い
。
元
々
、

教
員
は
自
主
的
に
働
く
た
め
厳

格
な
時
間
管
理
に
は
な
じ
ま
な

い
と
い
う
考
え
方
で
設
け
ら
れ

た
制
度
だ
が
、
実
態
に
合
わ
な

く
な
っ
て
い
る
▼
日
本
教
職
員

組
合
（
日
教
組
）
は
、
こ
う
し

た
問
題
に
対
し
、
７
月
に
「
持

続
可
能
な
学
校
の
た
め
の
７
つ

の
提
言
」
を
公
表
し
た
。
こ
の

提
言
の
中
に
は
、
給
特
法
の
廃

止
・
抜
本
的
見
直
し
も
あ
る
が
、

１
番
目
の
提
言
は
「
わ
か
る
授

業
」
「
楽
し
い
学
校
」
づ
く
り

の
た
め
の
授
業
の
準
備
の
時
間

の
確
保
で
あ
る
▼
誇
り
を
も
っ

て
働
け
る
職
場
づ
く
り
は
、
労

働
組
合
の
大
切
な
役
割
で
あ
る
。

今
後
の
要
求
・
交
渉
の
視
点
と

し
て
い
き
た
い
。

　

▲給与改定等について回答を求める地公共闘交渉団（手前）
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10
月
17
日
、
月
例
給
・
一
時
金
の
プ
ラ
ス
改
定
を
柱
と
す
る
県
人
事
委
員
会
勧
告
・
報
告

を
受
け
、
23
確
定
闘
争
が
ス
タ
ー
ト
。
10
月
25
日
岩
手
県
地
方
公
務
員
共
闘
会
議
は
、
確
定

闘
争
要
求
書
を
内
城
人
事
課
長
に
提
出
。
基
本
姿
勢
を
質
す
た
め
交
渉
を
行
っ
た
。
県
人
勧

を
最
大
限
尊
重
と
す
る
も
、
国
・
他
県
動
向
を
踏
ま
え
検
討
と
の
回
答
に
終
始
。
翌
26
日
県

職
労
人
事
課
長
交
渉
で
は
切
実
な
職
場
実
態
を
背
景
に
改
善
を
求
め
た
。
11
月
９
日
・
10
日

最
終
局
面
の
総
務
部
長
交
渉
に
向
け
、
取
り
組
み
を
強
化
し
て
い
く
。

10
／
25
地
公
共
闘
人
事
課
長
交
渉

　

交
渉
は
、
県
人
勧
（
主
な
内

容
は 

右
図 

の
と
お
り
）
の
取
り

扱
い
を
中
心
に
行
っ
た
。

①
給
与
改
定

　

県
人
勧
を
最
大
限
尊
重
と
し

な
が
ら
も
、
国
・
他
県
動
向
を

踏
ま
え
検
討
に
と
ど
ま
っ
た
。

交
渉
団
か
ら
確
実
な
改
定
と
年

内
差
額
支
給
を
求
め
た
。

②
会
計
年
度
任
用
職
員
の
賃
金
改
善

　

賃
金
改
定
の
４
月
遡
及
は
総

務
省
通
知
を
踏
ま
え
検
討
と
し
、

一
時
金
支
給
月
数
は
他
県
の
動

　

10
月
21
日
、
県
職
労
は
、
岩

手
県
高
校
教
育
会
館
に
お
い
て

第
１
２
２
回
中
央
委
員
会
を
開▲手当や組織拡大等について６人の中央委員から発言があった

▲諸課題の改善に向け交渉に臨む県職労交渉団

向
を
踏
ま
え
検
討
と
の
姿
勢
に

と
ど
ま
っ
た
。
さ
ら
に
、
法
律

上
、
２
０
２
４
年
度
か
ら
条
例

を
制
定
す
る
こ
と
で
勤
勉
手
当

が
支
給
可
能
と
な
る
こ
と
に
関

し
て
は
、
常
勤
職
員
と
の
均
衡

を
基
本
と
し
な
が
ら
、
支
給
月

数
や
制
度
の
詳
細
を
検
討
と
の

姿
勢
に
と
ど
ま
っ
た
。
交
渉
団

か
ら
改
定
時
期
の
４
月
遡
及
と

期
末
手
当
で
の
一
時
金
０
・
１

月
増
、
２
０
２
４
年
度
の
制
度

改
正
も
勤
勉
手
当
で
は
な
く
、

期
末
手
当
に
相
当
分
を
上
乗
せ

す
る
制
度
と
す
る
よ
う
求
め
た
。

③
通
勤
手
当
等
の
諸
手
当
改
善

　

交
通
用
具
利
用
に
関
し
、
ガ

ソ
リ
ン
価
格
に
関
し
て
昨
年
度

の
改
定
期
の
平
均
額
と
同
額
程

度
で
あ
る
こ
と
等
に
触
れ
、
か

つ
交
通
機
関
利
用
や
高
速
道
路

利
用
も
国
並
み
以
上
で
あ
る
と

し
、
改
定
を
行
う
段
階
で
な
い

と
し
た
。
パ
ー
ク
＆
ラ
イ
ド
も

慎
重
検
討
に
と
ど
ま
っ
た
。
交

渉
団
か
ら
遠
距
離
通
勤
を
強
い

ら
れ
て
い
る
実
態
、
赴
任
旅
費

の
改
善
等
を
強
く
求
め
た
。

④
休
暇
制
度

　

制
度
拡
充
や
県
人
勧
の
報
告

で
言
及
の
あ
っ
た
夏
季
休
暇
の

取
得
可
能
期
間
の
見
直
し
に
関

し
て
は
、
国
・
他
県
の
動
向
を

踏
ま
え
る
と
の
回
答
に
と
ど

ま
っ
た
。
交
渉
団
か
ら
子
等
の

看
護
休
暇
の
拡
充
等
を
訴
え
た
。

10
／
26
県
職
労
人
事
課
長
交
渉

【
高
齢
層
職
員
の
改
善
】

　

主
幹
任
用
拡
大
や
勤
勉
手
当

の
上
位
区
分
枠
の
確
保
に
努
め

る
と
の
回
答
に
と
ど
ま
っ
た
。

交
渉
団
か
ら
給
与
改
定
で
も
ほ

と
ん
ど
上
が
ら
ず
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
の
低
下
は
著
し
い
と
訴

え
、
具
体
策
を
示
す
よ
う
求
め

た
。

【
定
年
延
長
後
の
業
務
】

　

非
管
理
職
（
原
則
）
、
知
識

や
経
験
を
要
す
る
困
難
業
務
や

若
手
職
員
へ
の
指
導
、
管
理
職

経
験
者
は
民
間
企
業
と
の
折
衝

な
ど
、
高
度
な
企
画
業
務
を
想

定
し
て
い
る
と
す
る
も
、
具
体

的
な
業
務
は
示
さ
ず
鋭
意
検
討

中
と
し
た
。
交
渉
団
か
ら
、
身

上
調
書
提
出
の
時
期
を
控
え
、

該
当
者
は
不
安
し
か
な
い
。
最

優
先
で
検
討
し
、
次
回
交
渉
で

示
す
べ
き
と
訴
え
た

【
人
員
課
題
】

　

定
年
延
長
後
の
定
数
の
在
り

方
に
関
し
て
は
、
採
用
機
会
の

均
等
化
や
職
員
構
成
の
平
準
化

の
た
め
、
継
続
的
に
一
定
数
の

職
員
採
用
を
行
う
。
一
時
的
な

増
員
職
員
は
欠
員
所
属
に
配
置

す
る
等
を
検
討
と
し
た
。

【
超
勤
課
題
】

　

事
前
命
令
・
事
後
確
認
の
徹

底
を
行
う
と
し
、
超
勤
予
算
は

各
部
局
を
ヒ
ア
リ
ン
グ
中
で
あ

り
適
宜
所
要
額
を
調
整
と
し
た
。

交
渉
団
か
ら
不
払
い
長
時
間
労

働
の
実
態
を
追
及
し
、
人
事
課

の
対
応
を
求
め
た
。

【
再
任
用
職
員
の
処
遇
改
善
】

　

当
局
が
定
年
引
上
げ
後
の
職

員
が
再
任
用
職
員
に
比
し
て
年

１
０
０
万
円
以
上
改
善
さ
れ
る

こ
と
に
言
及
し
た
こ
と
か
ら
、

勤
務
意
欲
確
保
の
た
め
の
再
任

用
職
員
の
賃
金
改
善
を
求
め
た
。

催
し
、
２
０
２
３
確
定
闘
争
方

針
等
を
柱
と
す
る
当
面
の
闘
争

方
針
を
確
立
し
た
。

　

冒
頭
、
小
田
嶋
智
昭
中
央
執

行
委
員
長
は
「
中
央
委
員
会
は
、

要
求
を
勝
ち
取
る
た
め
に
進
む

べ
き
方
向
を
確
認
し
、
ト
ラ
イ

に
結
び
つ
け
る
場
で
あ
る
」
な

ど
と
あ
い
さ
つ
し
た
。
来
賓
の

伊
藤
裕
一
自
治
労
岩
手
県
本
部

執
行
委
員
長
は
「
秋
の
賃
金
確

定
の
た
た
か
い
が
、
地
方
で
は

さ
ら
に
民
間
に
波
及
さ
れ
る
。

成
果
を
勝
ち
取
ろ
う
」
な
ど
と

あ
い
さ
つ
し
た
。
県
職
労
組
織

内
の
野
中
靖
志
盛
岡
市
議
会
議

員
は
、
「
市
議
会
の
中
で
他
の

議
員
か
ら
、
県
庁
の
組
合
は
強

い
と
言
わ
れ
た
。
取
組
に
感
謝

す
る
」
な
ど
と
あ
い
さ
つ
し
た
。

　

そ
の
後
、
本
部
か
ら
23
確
定

闘
争
を
は
じ
め
と
す
る
当
面
の

闘
争
方
針
を
提
起
し
、
６
人
の

中
央
委
員
か
ら
発
言
を
受
け
た
。

【
主
な
発
言
の
骨
子
】

○
民
間
企
業
の
例
を
参
考
に
諸

手
当
の
増
額
を
求
め
る
べ
き
。

○
組
織
拡
大
に
は
、
既
加
入
組

合
員
へ
の
ケ
ア
も
必
要
。

○
人
事
異
動
内
示
は
、
３
月
１

日
内
示
に
加
え
、
２
月
中
の

内
々
示
も
要
求
す
べ
き
。

○
会
計
年
度
任
用
職
員
の
人
員

を
削
減
さ
せ
な
い
取
組
を
。

○
昨
年
の
賃
上
げ
の
成
果
を
若

年
層
に
広
げ
た
い
。

○
財
政
課
の
資
料
作
成
期
限
が

き
つ
い
。
パ
ワ
ハ
ラ
だ
と
主
張

す
べ
き
。

○
新
採
用
加
入
の
誘
い
は
、
職

場
の
先
輩
か
ら
話
し
て
ほ
し
い
。

○
安
全
衛
生
の
観
点
か
ら
、
庁

舎
老
朽
化
に
留
意
を
。

○
特
別
闘
争
資
金
の
使
途
の
フ

ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
。

○
単
身
赴
任
手
当
支
給
の
考
え

方
の
改
善
を
。

○
再
任
用
職
員
が
２
年
目
以
降

で
辞
め
て
い
る
。
理
由
を
本
気

で
考
え
、
危
機
感
を
共
有
す
べ

き
。

　

当
局
は
県
人
事
委
員
会
の
報

告
を
踏
ま
え
、
勤
務
間
イ
ン

タ
ー
バ
ル
と
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ

ム
制
の
拡
充
に
向
け
た
試
行
を

提
案
。
し
か
し
、
現
行
フ
レ
ッ

ク
ス
導
入
時
に
、
取
得
に
よ
り

少
数
体
制
と
な
っ
た
際
の
職
場

体
制
が
不
十
分
と
し
て
限
定
導

入
し
た
理
由
と
検
証
が
全
く
さ

れ
て
い
な
い
。
イ
ン
タ
ー
バ
ル

も
フ
レ
ッ
ク
ス
の
全
体
化
や
現

行
制
度
で
認
め
ら
れ
て
い
な
い

勤
務
時
間
割
り
振
り
変
更
の
拡

大
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
運
用
を
「
試
行
」
提
案
す

る
内
容
で
あ
り
、
導
入
・
提
案

根
拠
も
乏
し
い
と
主
張
し
た
。

今
後
の
対
応
が
焦
点
と
な
る

（
紙
幅
都
合
か
ら
詳
細
を
割
愛

し
て
い
ま
す
。
知
り
た
い
方
は

県
職
労
Ｈ
Ｐ
又
は
書
記
局
ま

で
）
。

県人勧受け

10.25地公共闘／10.26県職労　要求書提出・交渉
23確定闘争本番へ

県
職
労
第
１
２
２
回
中
央
委
員
会

23
確
定
闘
争
方
針
を
確
立

当局

勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
・
フ
レ
ッ
ク
ス
拡
充
の
試
行
提
案



▲仲間のプレイを見守る参加者たち

▲交流会の参加者で記念撮影

１　

月
例
給
・
一
時
金

　

県
人
勧
で
は
月
例
給
は
全
世

代
へ
の
プ
ラ
ス
改
定
と
な
っ
た

も
の
の
、
若
年
層
を
中
心
と
し

た
較
差
配
分
に
と
ど
ま
り
、
長

期
化
す
る
物
価
高
で
苦
し
い
生

活
実
態
を
改
善
す
る
に
は
程
遠

い
（
例
：
５
級
97
号
で
は
１
，

０
０
０
円
に
と
ど
ま
る
）。
特
に

高
齢
層
職
員
の
勤
務
意
欲
が
持

て
る
賃
金
改
善
策
（
昇
給
・
昇

格
要
件
の
改
善
等
）
と
セ
ッ
ト

で
の
要
求
・
交
渉
を
進
め
る
。

一
時
金
は
国
並
み
改
定
な
こ
と

か
ら
、
勧
告
ど
お
り
の
改
定
を

求
め
る
。

　

図
① 

は
、
県
人
勧
通
り
の
改

定
と
な
っ
た
場
合
の
影
響
額
の

試
算
だ
。
試
算
に
は
差
額
支
給

の
試
算
額
も
掲
載
し
て
い
る
。

不
十
分
な
が
ら
も
県
人
勧
通
り

の
勧
告
実
現
と
、
確
実
な
年
内

差
額
支
給
を
求
め
て
い
く
。

２　
会
計
年
度
任
用
職
員
の
賃
金
改
善

　

①
月
例
賃
金
は
、
常
勤
職
員

に
準
じ
た
賃
金
改
善
を
求
め
る

が
、
今
年
度
か
ら
国
の
非
常
勤

職
員
の
改
定
は
４
月
遡
及
と

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
会

計
年
度
任
用
職
員
も
４
月
遡
及

す
る
よ
う
求
め
て
い
く
（
９
ヵ

月
間
の
賃
金
改
善
が
実
現
す

る
）。

　

②
一
時
金
は
、
常
勤
職
員
と

同
様
に
、
12
月
期
に
加
え
、
６

月
期
も
遡
及
し
て
引
上
げ
と
な

る
よ
う
求
め
て
い
く
。
期
末
手

賃
金
改
定
・
職
場
改
善
実
現
を

闘
争
課
題
を
共
有
し
全
組
合
員
の
取
り
組
み
を
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当
（
０
・
０
５
月
）
に
加
え
、

常
勤
職
員
と
の
均
衡
を
踏
ま
え

て
勤
勉
手
当
相
当
分
（
０
・
０

５
月
）
も
支
給
対
象
と
な
る
よ

う
求
め
る
。

　

さ
ら
に
、
今
年
５
月
に
地
方

公
務
員
法
が
改
正
さ
れ
、
条
例

を
整
備
す
る
こ
と
で
会
計
年
度

任
用
職
員
に
新
た
に
勤
勉
手
当

の
支
給
が
可
能
と
な
っ
た
。
制

度
見
直
し
時
に
は
、
勤
勉
手
当

相
当
分
（
常
勤
職
員
：
年
２
・

０
月
分
）
を
期
末
手
当
に
配
分

す
る
よ
う
求
め
て
い
く
。
な
お
、

勤
勉
手
当
を
支
給
対
象
と
す
る

場
合
に
は
、
人
事
評
価
を
反
映

し
な
い
制
度
を
求
め
て
い
く
。

３　

諸
手
当
等
改
善

　

県
人
勧
で
は
、
通
勤
手
当
、

住
居
手
当
等
の
諸
手
当
改
善
に

つ
い
て
一
切
言
及
さ
れ
な
か
っ

た
が
、
県
職
労
が
今
夏

に
実
施
し
た
通
勤
手
当
、

住
居
手
当
等
に
係
る
ア

ン
ケ
ー
ト
で
は
、
燃
料

費
高
騰
や
自
家
用
車
の

維
持
費
、
駐
車
場
料
金

な
ど
、
負
担
軽
減
を
求

め
る
声
が
挙
げ
ら
れ
た
。

広
い
県
土
を
有
す
る
当

県
の
実
情
や
自
己
負
担

を
強
い
ら
れ
て
い
る
実

態
を
踏
ま
え
、
継
続
し

て
諸
手
当
改
善
を
強
く

求
め
て
い
く
。
そ
し
て
、

ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
切
実

な
声
が
寄
せ
ら
れ
て
い

る
引
っ
越
し
費
用
等
の
自
己
負

担
を
強
い
ら
れ
て
い
る
赴
任
旅

費
の
改
善
、
早
期
の
人
事
異
動

内
示
を
求
め
て
い
く
。

４　

定
年
延
長
後
の
働
き
方

　

翌
年
４
月
か
ら
定
年
延
長
後

の
職
員
が
配
属
さ
れ
る
が
、
具

体
的
な
業
務
内
容
等
は
示
さ
れ

て
い
な
い
。
今
期
で
具
体
的
内

容
を
示
さ
せ
、
職
員
に
負
担
を

強
い
る
働
き
方
と
な
ら
な
い
よ

う
求
め
て
い
く
。
再
任
用
職
員

の
格
差
改
善
も
求
め
る
。

５　

休
暇
制
度

　

組
合
員
か
ら
育
児
・
介
護
等

の
休
暇
制
度
拡
充
に
向
け
て
要

求
を
進
め
る
（
例
：
出
生
サ
ポ
ー

ト
休
暇
日
数
の
増
、
子
等
の
看

護
休
暇
の
対
象
拡
大
）。

　

さ
ら
に
、
県
人
事
委
員
会
の

報
告
で
は
、
夏
季
休
暇
に
関
し
、

７
〜
９
月
の
期
間
内
の
取
得
が

困
難
な
職
員
が
生
じ
て
い
る
と

し
、「
使
用
可
能
期
間
の
拡
大
を

検
討
す
る
必
要
」
と
言
及
し
た
。

夏
季
休
暇
使
用
可
能
期
間
の
拡

大
を
求
め
つ
つ
、
年
次
休
暇
（
年

５
日
以
上
取
得
）・
特
別
休
暇
が

十
分
に
取
得
で
き
る
職
場
環
境

を
求
め
て
い
く
。

６　

人
員
・
超
勤
課
題

　

当
局
は
、
４
月
の
着
任
交
渉

で
４
月
時
点
の
欠
員
は
９
人
ま

で
解
消
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ

も
そ
も
各
職
場
の
定
数
が
不
足

し
て
お
り
、
業
務
量
に
応
じ
た

職
員
配
置
と
は
言
い
難
く
、
人

員
不
足
解
消
は
喫
緊
の
課
題
。

県
人
事
委
員
会
で
も
「
恒
常
的

な
長
時
間
勤
務
が
解
消
さ
れ
な

い
場
合
に
は
、
業
務
量
や
業
務

内
容
に
応
じ
て
適
切
な
人
員
体

制
を
確
保
す
る
な
ど
、
よ
り
実

効
性
の
あ
る
取
り
組
み
を
進
め

る
必
要
」
と
し
て
い
る
こ
と
か

ら
も
、
職
場
実
態
を
突
き
つ
け
、

要
求
を
強
め
る
必
要
が
あ
る
。

2020 年 8 月作成

超
勤
時
間
の
適
正
管
理
、
超
勤

不
払
い
の
解
消
、
超
勤
手
当
予

算
の
確
保
も
求
め
て
い
く
。

７　

柔
軟
な
働
き
方
を
巡
る
課
題

　

①
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
は
、

勤
務
時
間
と
勤
務
時
間
の
間
に
最

低
で
も
11
時
間
の
休
息
を
確
保
す

る
こ
と
が
国
際
基
準
と
さ
れ
て
い

る
（ 

図
② 

の
上
）。
課
題
は
超

過
勤
務
の
結
果
、
休
息
時
間
11
時

間
を
確
保
す
る
た
め
、
翌
日
の
勤

務
開
始
時
間
を
後
ろ
に
ず
ら
す
場

合
の
勤
務
時
間
の
取
り
扱
い
（ 

図
② 

の
下
）
を
は
じ
め
、
運
用

面
の
課
題
だ
。休
息
時
間
の
確
保
・

適
正
な
勤
務
時
間
管
理
は
も
と
よ

り
、
職
員
に
負
担
を
強
い
る
運
用

と
な
ら
な
い
よ
う
求
め
て
い
く
。

　

②
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
は
、

２
０
２
２
年
１
月
か
ら
育
児
・
介

護
等
に
限
定
し
て
導
入
さ
れ
た

が
、
導
入
後
の
職
場
課
題
等
は
い

ま
だ
検
証
さ
れ
て
い
な
い
ば
か
り

か
、
勤
務
時
間
管
理
や
少
人
数
で

の
職
場
運
営
の
課
題
も
山
積
。
安

易
な
拡
大
を
さ
せ
な
い
よ
う
で
当

局
と
交
渉
し
て
い
く
。
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10
月
14
日
に
気
仙
支
部
青
年

婦
人
部
主
催
の
ボ
ウ
リ
ン
グ
大

会
が
宮
城
県
気
仙
沼
市
の
さ
く

ら
ボ
ウ
ル
で
開
催
さ
れ
、
新
採

用
職
員
５
人
を
含
む
計
13
人
が

参
加
し
、
３
〜
４
人
１
チ
ー
ム

と
な
り
、
３
ゲ
ー
ム
行
わ
れ
た
。

　

交
流
会
で
は
、
久
々
の
ボ
ウ

リ
ン
グ
と
い
う
参
加
者
も
多
く
、

ガ
タ
ー
を
出
し
て
し
ま
う
こ
と

も
あ
っ
た
が
、
参
加
者
が
ス
ト

ラ
イ
ク
を
取
っ
た
時
に
は
歓
声

が
あ
が
る
な
ど
、
交
流
を
深
め

な
が
ら
ゲ
ー
ム
を
楽
し
ん
だ
。

　

今
回
、
ト
ッ
プ
ス
コ
ア
を
出

し
た
職
員
は
、
「
ス
ペ
ア
を
何

度
も
と
り
、
ス
コ
ア
を
重
ね
た

こ
と
で
高
得
点
に
繋
が
っ
た
。」

と
嬉
し
そ
う
に
話
し
て
い
た
。

ま
た
、
参
加
し
た
新
採
用
職
員

か
ら
は
、
「
他
の
部
署
の
職
員

と
交
流
す
る
機
会
が
な
か
っ
た

の
で
、
今
回
の
ボ
ウ
リ
ン
グ
大

会
は
と
て
も
楽
し
か
っ
た
。
ま

た
、
こ
の
よ
う
な
機
会
が
あ
れ

ば
、
参
加
し
て
み
た
い
。
」
と

今
後
の
交
流
会
を
楽
し
み
に
し

て
い
る
様
子
だ
っ
た
。

ス
ト
ラ
イ
ク
で
大
歓
声
！

ボ
ウ
リ
ン
グ
大
会
を
開
催

気
仙
支
部
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